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令和４年第６回網走市教育委員会会議録 

 

 令和４年５月２６日（木）午後３時００分 西庁舎２階会議室に招集した。 

 

１．出席者は次のとおりである。 

   教育委員  富永 雄一 ・ 中山 真弓 ・ 伊藤 亮人 ・ 佐々木 砂宗 

教育長   岩永 雅浩 

 

２．会議の議案は、次のとおり。 

議案第１号 令和４年度一般会計補正予算要求について【非公開】【原案可決】 

議案第２号 網走市学校給食共同調理場運営委員会委員の 

委嘱について【公開】【原案可決】 

議案第３号 網走市奨学生選考委員会委員の委嘱について【公開】【原案可決】 

議案第４号 網走市社会教育施設審議会委員の委嘱について【公開】【原案可決】 

議案第５号 網走市図書館協議会委員の委嘱について【公開】【原案可決】 

議案第６号 網走市美術館協議会委員の委嘱について【公開】【原案可決】 

議案第７号 網走市スポーツ推進委員の委嘱について【公開】【原案可決】 

議案第８号 網走市学校給食施設整備計画の策定について【公開】【原案可決】 

報告第１号 令和３年度卒業式・令和４年度入学式の状況について【公開】【報告承認】 

報告第２号 市内小中学校における新型コロナウイルス感染症の発生状況 

について【公開】【報告承認】 

 

３．説明のため出席した者は、次のとおり。 

学校教育部長    田 口   徹 

社会教育部長    吉 村   学 

学校教育部次長   大 垣  正 紀 

学校教育部次長   小 松 広 典 

学校教育部参事   高 橋 善 彦 

社会教育課長    湯 浅   崇 

スポーツ課長    大 西 広 幸 

スポーツ課参事   佐 藤 潤 一 

図書館長      細 川 英 司 

美術館長      古道谷 朝 生 

    

４．会議の書記は、次のとおり。 

   学校教育課庶務係  杉 山 絢 星 

 

５．会議の署名委員は、次のとおり。 

   本日出席委員全員および教育長 
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岩永教育長      ただ今から令和４年第６回網走市教育委員会を開会いたします。 

本日の出席委員は教育委員４名と教育長が出席しております。 

本日の会議録署名委員の指名ですが、出席をされている委員全員と教育長 

といたします。 

 

次に、令和４年第２回および、第３回教育委員会会議録並びに、令和４年 

第２回臨時教育委員会会議録につきまして、記載した事項に関してご意見 

等がございましたら、ご発言をお願いします。 

 

特になければ、会議録は調整のとおり承認することといたします。 

 

           本日は、議案８件、報告２件でございますが、審議に入る前に、まず教育

委員会会議規則第12条のただし書きに定められております、非公開案件と

すべき事項について、お諮りいたします。 

           議案第１号「令和４年度一般会計補正予算要求について」でございますが、

「議会に提案前である議案に係る事項」に該当すると思われますので、非

公開とすることでご異議ございませんか。 

           「（ありません）との発言」 

 

           異議なしと認めまして、本日予定しております議案第１号につきましては、

非公開案件と決定させていただきます。 

 

次に、教育行政について、事務報告をお願いいたします。 

 

田口学校教育部長   ３月29日から５月26日までの学校教育部教育行政報告 

 

吉村社会教育部長   ３月29日から５月26日までの社会教育部教育行政報告 

 

岩永教育長      ただ今、報告のありました教育行政について、ご質問等ございませんか。 

           （「ありません」との発言） 

 

           特になければ、以上で教育行政についての事務報告を終わらせていただき 

ます。 

 

岩永教育長      それでは、本日の議題に入ります。非公開案件であります議案第１号「令

和４年度一般会計補正予算要求について」を上程いたしますので、事務局

の説明をお願いします。 

 

【非公開案件】 

 



 

 3 

岩永教育長      それでは、お諮りいたします。 

           議案第１号について、原案のとおり決定することに、ご異議ございません 

か。 

（「ありません」との発言） 

 

異議なしと認めまして、本案は原案のとおり決定させていただきます。 

 

岩永教育長      次に、議案第２号「網走市学校給食共同調理場運営委員会委員の委嘱につ

いて」を上程いたしますので、事務局の説明をお願いします。 

 

小松学校教育部次長  議案書の３頁から６頁と委員会資料の１頁から５頁をご覧願います。 

ただ今、ご上程いただきました、議案第２号「網走市学校給食共同調理場

運営委員会委員の委嘱について」ご説明申し上げます。 

学校給食共同調理場運営委員会は、網走市立学校給食共同調理場設置条例  

第５条の規定に基づき設置されているもので、所掌事項につきましては、 

給食調理場の円滑な運営に関する重要な事項について、審議を行うことで 

あります。 

各委員につきましては、記載のとおり各所属団体等からの推薦により委嘱 

しております。 

           はじめに、議案書４頁の桂ヶ岡地区共同調理場、南地区共同調理場、議案 

書５頁の東部地区共同調理場、西部地区共同調理場についてでありますが、

資料１頁から４頁のとおり、網掛けのないそれぞれの委員につきましては、

令和３年６月１日から、すでに委嘱済みの方々ですが、今回、異動のあり

ました網掛けされた方々につきまして、議案書４頁から５頁に記載のとお

り、残任期間であります令和５年５月31日まで新たに委嘱しようとするも

のでございます。 

次に、議案書の６頁、向陽ヶ丘地区共同調理場についてでありますが、資

料５頁をご覧いただきたいと思います。 

資料にあります委員名簿において、令和４年５月31日で任期満了となりま

すことから、議案書６頁の委嘱予定者として記載のとおり、各所属団体等

から推薦のありました方々を、令和４年６月１日から令和６年５月31日ま

での任期で、新たに委嘱しようとするものでございます。 

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

岩永教育長      ただ今、議案第２号につきまして、提案理由の説明がございました。 

これにつきまして、ご質問あるいはご意見がございましたら、お受けした

いと思います。 

           （「ありません」との発言） 

           【向陽ヶ丘地区共同調理場運営委員会委員の委嘱予定者に佐々木委員が入

っているため本件について除斥】 
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           それでは、お諮りいたします。 

           議案第２号について、原案のとおり決定することに、ご異議ございません 

か。 

（「ありません」との発言） 

 

異議なしと認めまして、本案は原案のとおり決定させていただきます。 

 

次に、議案第３号「網走市奨学生選考委員会委員の委嘱について」を上程

いたしますので、事務局の説明をお願いします。 

 

小松学校教育部次長  議案書の７頁から８頁と委員会資料の６頁をご覧願います。 

ただ今、上程いただきました、議案第３号「網走市奨学生選考委員会委員 

の委嘱について」ご説明申し上げます。 

網走市奨学生選考委員会は、網走市奨学資金貸付条例施行規則の規定に基 

づき設置されているもので、所掌事項につきましては、奨学生の選定、奨 

学金の廃止、休止及び減額に係る事項について審議を行うことであります。 

各委員につきましては、記載のとおり各所属団体等からの推薦により委嘱 

しておりますが、資料６頁の網掛けされた委員につきましては人事異動に

より、前任者の残任期間である令和５年５月31日まで新たに委嘱しようと

するものでございます。 

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

岩永教育長      ただ今、議案第３号につきまして、提案理由の説明がございました。 

これにつきまして、ご質問あるいはご意見がございましたら、お受けした

いと思います。 

（「ありません」との発言） 

 

それでは、お諮りいたします。 

議案第３号について、原案のとおり決定することに、ご異議ございません 

か。 

（「ありません」との発言） 

 

異議なしと認めまして、本案は原案のとおり決定させていただきます。 

            

           次に、議案第４号「網走市社会教育施設審議会委員の委嘱について」を上

程いたしますので、事務局の説明をお願いします。 

 

湯浅社会教育課長   ただ今、ご上程いただきました議案第４号「網走市社会教育施設審議会委

員の委嘱について」ご説明いたします。 
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議案書９頁から10頁、あわせて資料７頁の社会教育施設・審議会委員名簿

をご覧ください。 

社会教育施設審議会委員は、網走市附属機関条例の規定に基づき教育委員

会が委嘱するもので、所掌事項は議案書10頁の１に記載のとおりでござい

ます。 

定数15名中、欠員の生じました２名の委嘱についてとなります。 

委嘱予定者につきましては、社会教育関係者から選出されております、奥

出宣勝氏の異動により、新たに網走市文化連盟より推薦のありました同連

盟会長の中原章博氏を、また、同じく社会教育関係者から選出されており

ます、堀内利果氏の異動により、新たに網走市父母と先生の会連合会より

推薦のありました同連合会副会長の品田智洋氏を前任者の残任期間であ

る令和４年８月31日まで委嘱しようとするものでございます。 

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 

 

岩永教育長      ただ今、議案第４号につきまして、提案理由の説明がございました。 

これにつきまして、ご質問あるいはご意見がございましたら、お受けした

いと思います。 

（「ありません」との発言） 

 

           それでは、お諮りいたします。 

           議案第４号について、原案のとおり決定することに、ご異議ございません 

か。 

（「ありません」との発言） 

 

異議なしと認めまして、本案は原案のとおり決定させていただきます。 

 

次に、議案第５号「網走市図書館協議会委員の委嘱について」を上程いた

しますので、事務局の説明をお願いします。 

 

細川図書館長     ただ今、ご上程いただきました議案第５号「網走市図書館協議会委員の委

嘱について」ご説明いたします。 

議案書11頁から12頁、あわせて資料８頁の図書館協議会委員名簿をご 

覧ください。 

図書館協議会委員は、網走市附属機関条例の規定に基づき教育委員会が委 

嘱するもので、所掌事項は議案書12頁の１に記載のとおりでございます。 

定数10名中、欠員の生じました１名の委嘱についてとなります。 

委嘱予定者につきましては、家庭教育の向上に資する活動を行う者から選

出されております、佐藤孝洋氏の異動により、新たに網走市ＰＴＡ連合会

から推薦のありました、同連合会副会長の片谷智和氏を、前任者の残任期

間である令和５年８月31日まで委嘱しようとするものでございます。 
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よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 

 

岩永教育長      ただ今、議案第５号につきまして、提案理由の説明がございました。 

これにつきまして、ご質問あるいはご意見がございましたら、お受けした

いと思います。 

 

伊藤委員       この議案に関してではないですが、その前の議案の７頁の堀内氏の所属団 

           体が「網走市父母と先生の会連合会」となっていて、他では「PTA連合会」

と略称が使われていて表現に違いがあるので、どちらかに統一されたほう

が良いと思います。 

岩永教育長      正式名称に統一することでよろしいでしょうか。 

           そのように修正をお願いいたします。 

 

           他にありませんか。 

           （「ありません」との発言） 

 

           それでは、お諮りいたします。 

           議案第５号について、原案のとおり決定することに、ご異議ございません 

か。 

（「ありません」との発言） 

 

        異議なしと認めまして、本案は原案のとおり決定させていただきます。 

 

次に、議案第６号「網走市美術館協議会委員の委嘱について」を上程い 

たしますので、事務局の説明をお願いします。 

          

古道谷美術館長    ただ今、ご上程いただきました議案第６号「網走市美術館協議会委員の 

委嘱について」ご説明申し上げます。 

議案書の14頁、併せて、資料の９頁をご覧いただきたいと思います。 

まず、はじめに訂正があります。 

訂正箇所ですが、議案書の一番下、「６委嘱予定者」で性別が「男」とな

っていますが「女」に訂正をお願いいたします。 

それでは、議案の説明をさせていただきます。 

           網走市美術館協議会委員は、網走市附属機関条例に基づき教育委員会が委

嘱するもので、所掌事項は記載のとおりでございます。 

定数10名となっておりますが、令和４年３月31日で、１名が欠員となりま

すことから、令和４年５月26日から令和５年５月24日までの前任者の残任

期間を、委嘱予定者として記載の１名を委嘱しようとするものでございま

す。 

よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 



 

 7 

岩永教育長      ただ今、議案第６号につきまして、提案理由の説明がございました。 

これにつきまして、ご質問あるいはご意見がございましたら、お受けした

いと思います。 

                      （「ありません」との発言） 

 

           それでは、お諮りいたします。 

           議案第６号について、原案のとおり決定することに、ご異議ございません 

か。 

（「ありません」との発言） 

異議なしと認めまして、本案は原案のとおり決定させていただきます。 

 

次に、議案第７号「網走市スポーツ推進委員の委嘱について」を上程い 

たしますので、事務局の説明をお願いします。 

 

大西スポーツ課長   ただいまご上程いただきました、議案第７号「網走市スポーツ推進委員委

嘱について」ご説明申し上げます。 

           議案書15頁、16頁をご覧ください。 

           スポーツ推進委員はスポーツ基本法並びに網走市スポーツ推進委員規則

に基づき教育委員会が委嘱するもので、所掌事項は16頁に記載のとおりで

ございます。 

           現在、定数25名以内とされているのに対しまして、24名の委員を委嘱して

おり、本件は前委員の任期が令和３年５月31日をもって満了となることか

ら、改めて委員の委嘱をしようとするものでございます。 

           新たな委員の任期は、令和４年６月１日から令和４年５月31日までの２年

間とし、５の委嘱予定者として記載している24名の方を委嘱しようとする

ものでございます。 

           よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 

 

岩永教育長      ただ今、議案第７号につきまして、提案理由の説明がございました。 

これにつきまして、ご質問あるいはご意見がございましたら、お受けした

いと思います。 

 

富永委員       11番の瀬戸さんのところで、再任となっているので、以前からいた方だと

思いますが、所属団体の欄が空欄ということは、無しということでしょう

か。 

 

大西スポーツ課長   瀬戸さんに関して所属団体はございませんが、野外レクリエーションとい

うことで指導ができるため、スポーツ推進委員として任命させていただい

ております。 
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岩永教育長      他にございませんか。 

           （「ありません」との発言） 

 

           それでは、お諮りいたします。 

 議案第７号について、原案のとおり決定することに、ご異議ございません

か。 

 （「ありません」との発言） 

  

異議なしと認めまして、本案は原案のとおり決定させていただきます。 

次に、議案第８号「網走市学校給食施設整備計画の策定について」を上程 

いたしますので、事務局の説明をお願いします。 

 

高橋学校教育部参事  別冊の「網走市学校給食施設整備計画」をご覧願います。 

ただ今、上程いただきました議案第８号「網走学校給食施設整備計画の策 

定について」ご説明申し上げます。 

本計画につきましては、学校給食施設の整備や集約化を検討する際に、子 

どもたちに安心安全でおいしい給食を継続的に提供することを大前提とし 

て、施設の改修方針や施設整備の方向性を定め、関連費用を最小限に抑 

えることを目的とし策定したものでございます。 

内容についてございますが、１頁、２頁の第１章では「学校給食施設整備 

計画の背景・目的等」として、「１計画策定の背景・目的」、「２計画の位

置付け」、「３計画期間」、「４対象施設」で構成されております。 

計画の位置付けでございますが、平成28年に策定しました「網走市公共施 

設等総合管理計画」に基づき、学校給食施設の個別施設計画として位置付 

けております。 

また、計画期間につきましては、令和４年度から令和13年度までの10年間 

としております。 

続きまして、３頁から６頁の第２章では「学校給食施設の実態」として、

「１児童生徒数の推移」、「２学校給食施設の状況」、「３施設維持費用」、

「４施設の老朽状況」、「５対策の優先順位の考え方」で構成され、それぞ

れの現状などが記載されております。 

次に、７頁、８頁の第３章では、「学校給食施設の改修方針」として、「１

共同調理場方式による施設整備」、「衛生管理の強化」で構成され、給食施

設の設置方式や親子方式を検討する際の留意事項などが記載されており

ます。 

次に、９頁、10頁の第４章は「学校給食施設整備計画」となり、「１今後

の学校給食施設整備」として、令和５年度に供用開始予定であります 

「潮見地区共同調理場」と「南地区共同調理場」の集約実施イメージと施 

設概要が記載されております。 

また、計画期間中における西小学校調理場の集約化の検討について明記し 
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ております。 

最後になりますが、本計画につきましては、令和４年度実施の給食施設の 

一部集約化に伴う「学校給食施設整備事業」につきまして、「有利な財源」 

を活用するために、計画の策定が必須となることから策定作業を進めてき 

たところでございます。 

           よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 

 

岩永教育長      ただ今、議案第８号につきまして、提案理由の説明がございました。 

これにつきまして、ご質問あるいはご意見がございましたら、お受けした

いと思います。 

 

佐々木委員      令和４年度中に潮見小学校の施設の改修を実施し、令和５年度より親子式 

の調理場として運用していくという抑えでよろしいでしょうか。 

 

高橋学校教育部参事  委員のおっしゃる通り、９頁、10頁に記載のある潮見小学校につきまして、

潮見小学校に呼人小中学校を集約するという形で新たに共同調理場とし

て、改修も含め、令和５年度の運用に向けて、これから改修工事を実施す

るところでございます。 

一方で、10頁については、現在、南地区共同調理場がございますけれど、 

それを東部地区共同調理場と白鳥台小学校を集約しまして、令和５年度に

は、今説明をした５つの学校が共同調理場になるというような改修工事を

行っていくところでございます。 

 

中山委員       西小学校について、西小学校は現在自校式だと思いますが、築年数が昭和

49年と古いほうだと思われます。本計画期間中に西小学校の集約も検討し

ますと記載がありますが、いつ頃計画をしているのでしょうか。 

 

高橋学校教育部参事  現時点で明確に、いつという計画はございませんが、10年間の中で集約化

について検討していくという考えでございます。 

 

中山委員       築年数はとても古いですが、他の集約される学校に対して西小学校は特別 

問題はないということでよろしいでしょうか。 

 

高橋学校教育部参事  築年数は古い建物になりますが、施設は都度改修等を実施しており、今後、

自校方式となるのは、西小学校のみになるものですから、児童数の推移を

考慮し、今後はいずれかの学校に集約していく考えを基本としているとこ

ろでございます。 
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伊藤委員       児童数の減少と建物の老朽化については、給食だけに限らず、学校自体の

統合だとかそういったことも検討していかなくてはいけないと思いますが、

それに関してはどのように考えていますでしょうか。 

 

田口学校教育部長   学校の規模の適正化の話だと思いますが、前回の教育委員会でもお話させ 

ていただきましたように、人口減少に伴い児童生徒数も減少しており、複 

式学級になるなど教育に影響が出てきていると思っておりますので、今後

の教育委員会の中で、適正規模について検討させていただきたいと思って

おります。 

 

岩永教育長      少し補足させていただきますと、議会でも質問がありまして、どのような 

場で、それを議論するかということについても、検討するということでお

答えをしています。 

今、学校教育部長から話のあったとおり、まずは教育委員会の中で論点整 

理をして、そのあと市民の方を集めて説明するのか、あるいは総合教育会 

議で市長を含めた中で議論するのか、そのあたりの協議も教育委員会の中 

で議論させていただければと思っております。 

 

他にございませんか。 

           （「ありません」との発言） 

 

           それでは、お諮りいたします。 

議案第８号について、原案のとおり決定することに、ご異議ございません 

か。 

           （「ありません」との発言） 

 

異議なしと認めまして、本案は原案のとおり決定させていただきます。 

 

           次に、報告第１号「令和３年度卒業式・令和４年度入学式の状況について」

を上程いたしますので、事務局の説明をお願いいたします。 

 

小松学校教育部次長  議案書の19頁から21頁をご覧願います。 

ただ今、上程いただきました報告第１号「令和３年度卒業式・令和４年 

度入学式の状況について」ご説明申し上げます。 

令和３年度卒業式、および令和４年度入学式につきましては、新型コロナ

ウイルスの感染防止に伴い、道教委の要請に沿った形での実施となりまし

た。 

感染防止の観点から、在校生の身体的距離が確保できない場合は、参加を

取りやめるとともに短時間で行うことといたしました。 

参加者については、卒業式・入学式ともに保護者の参加は２名まで、身体 
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的距離が確保できない場合は１名とし、来賓はＰＴＡ会長のみとしたとこ 

ろでございます。 

実施の状況につきましては、資料の19頁にまとめておりますが、網掛けの

部分は昨年の状況となっております。令和３年度卒業式と令和４年度の入

学式の状況については、呼人小学校は新入生がいないため、昨年と比較し

て、小学校１校の数字が１減しております。 

続いて、議案書の20頁から21頁をご覧ください。 

実施した全ての小学校、中学校において、式典はステージ形式で実施し、 

国旗は式場内でステージ正面に貼付し、国歌は全員起立し、歌付きのＣＤ 

を流したところでございます。 

報告については、以上でございます。 

 

岩永教育長      ただ今、報告第１号につきまして、事務局から報告がございました。 

これにつきまして、ご質問あるいはご意見がございましたら、お受けした

いと思います。 

（「ありません」との発言） 

 

それでは、お諮りいたします。 

報告第１号について、報告のあったとおり承認することに、ご異議ござい 

ませんか。 

（「ありません」との発言） 

 

異議なしと認めまして、本案は報告のとおり承認することに決定させてい 

ただきます。 

 

           次に、報告第２号「市内小中学校における新型コロナウイルス感染症の発

生状況について」を上程いたしますので、事務局から報告をお願いいたし

ます。 

 

大垣学校教育部次長  報告第２号「市内小中学校における新型コロナウイルス感染症の発生状況

について」ご説明いたします。 

22頁、23頁、報告第２号をご覧ください。 

           新年度が始まったばかりの４月１日に、潮見小学校の児童１名が行政検査 

において陽性の判明したことを初めとし、以後、連日のように市内小中学

校の児童生徒の感染報告が続きました。また、４月12日には、東小学校の

職員が陽性になるなど、児童生徒に限らず教職員の感染の報告もあります。 

           ５月19日現在、市内小学校９校、児童218名、市内中学校４校にて生徒65

名、計283名が陽性判定を受けております。 
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           これに伴い、これまで学校閉鎖をした市内小中学校は小学校で５校、学年

閉鎖が１校です。学級閉鎖をした学級は小中学校合わせて延べ54学級とな

っています。 

           スクリーニング検査は、５月19日現在、17回実施して、市内小学校７校、

中学校４校のうち、2,160名の児童生徒が検査対象となっています。 

           ４月６日（水）、教健体第23号にて示された通知において、これまで保健

所が行っていた積極的疫学調査が陽性者の同居者に重点化され、それ以外

のクラスメイト、職場の同僚、一緒に食事をした友人等が当面の間、対象

外とされました。 

           これにより、当市でもこれまで陽性者が発生した場合、「学校閉鎖」を基 

本として対応してきたものを、学びの保証の観点から、「学級閉鎖」を基

本とした対応に変更しています。この学級閉鎖につきましては、学級に陽

性者が複数発生した場合とし、すでに４月18日（月）付「新型コロナウイ

ルス感染症にかかる小中学校の対応について」を市内小中学校に配布をし、

各家庭に周知させていただいております。 

今日現在、市内各校では少しずつ減少傾向にありますが、事務局としまし

ても引き続き、各校との情報を密にしながら感染防止に努めてまいります。 

           以上、報告いたします。 

 

岩永教育長      ただ今、報告第２号につきまして、報告がございました。 

これにつきまして、ご質問あるいはご意見がございましたら、お受けした

いと思います。 

 

伊藤委員       行政が行う積極的な検査が同居家族になったことは間違いないでしょう

か。 

 

大垣学校教育部次長  その通りでございます。 

 

伊藤委員       その後、スクリーニング検査を行っているのは、当市での判断ということ

でよろしいでしょうか。 

 

大垣学校教育部次長  その通りでございます。 

 

伊藤委員       その基準とは、どのようなものでしょうか。 

 

田口学校教育部長   ３月までは、学校に陽性者が確認された場合、スクリーニング検査を実施

しており、併せて学校閉鎖という対応をとっておりました。 

           ４月からは、１名陽性者が確認された場合、学校閉鎖ではなく学級閉鎖と

し、その後、北海道の基準も照らし合わせ、陽性者が２名確認された段階

で学級閉鎖とする変更をしてきているところでございますが、いずれにし



 

 13 

ても、スクリーニング検査については、学校で陽性者が確認された段階で

実施しております。 

 

伊藤委員      学校で、陽性者が１名確認された場合のスクリーニング検査の対象者は、学

校全体、学年、学級、どのようになっていますでしょうか。 

 

田口学校教育部長  ３月までは、学校全体を対象としていましたが、４月からは学級に変更して

おります。 

 

岩永教育長     他にございませんか。 

          （「ありません」との発言） 

 

          それでは、お諮りいたします。 

          報告第２号について、報告のあったとおり承認することに、ご異議ございま

せんか。 

          （「ありません」との発言） 

 

異議なしと認めまして、本案は報告のとおり承認することに決定させていた

だきます。 

 

以上で本日の案件につきましては、全て終了いたしましたが、その他、案件

以外で何かございますか。 

 

伊藤委員      １号議案の説明の中に小さな亀裂が２箇所とありましたが、その小さな亀裂 

の２箇所が理由で、2,430万円の補正予算というのは、受水槽全体の交換と

いうことでしょうか。 

 

小松学校教育部次長 潮見小学校の給水の形態は24トンの受水槽で受けたものを３階にある高架

水槽に移してその落差によって給水しているような状況でございます。 

          今回、亀裂が入ったのは24トンの受水槽で、それを更新するための補正とな

っております。 

 

伊藤委員      更新ということは、入れ替えということでよろしいでしょうか。 

 

小松学校教育部次長 その通りでございます。 

 

岩永教育長     潮見小の受水槽についてですが、昭和54年建設後、42年経過していますが、

初めての更新だそうです。 

          他にございませんか。 
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田口学校教育部長  お知らせになりますが、６月24日に授業力向上白鳥台小学校公開研究会が予

定されております。 

          これは、道徳の授業の公開研究会であり、文部科学省から浅見指導調査官が

来られる公開研究会となっております。 

          これについては、教育委員会の研修事業として取り組みたいと、検討してお

りますので、ご都合がつけば出席していただければと思っております。 

 

岩永教育長     浅見調査官がモデル授業を実際にするところを見学していただく内容です

が、またとない機会ですので、ぜひご出席いただければと思います。 

 

          他にございませんか。 

          （「ありません」との発言） 

 

          なければ、以上をもちまして本日の教育委員会を閉会させていただきます。

お疲れさまでした。 

 

【午後３時５５分 閉会】 

 

 

 


